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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンクリート製の既製杭の中空部の先端から掘削ロッドの掘削ヘッドを突出させ、地盤
を掘削して根固め層を有する杭穴を形成しつつ前記既製杭を下降して、所定杭穴の前記根
固め層に前記既製杭の下端部を埋設する杭の中掘工法において、以下のように構成したこ
とを特徴とする杭の中掘工法。
(1) 杭穴を形成して、前記地盤で比較的軟弱な地層を含む深度区間において、掘削土にセ
メントミルク類を注入して、該掘削土と撹拌混合して、外周全体が地盤に接する所定固化
強度の固化混合層を形成してなり、該固化混合層の厚さは１ｍ以上であり、前記固化混合
層内周面と前記既製杭の外周面との付着強度を、前記固化層外周面と原地盤面との付着強
度より大きく形成し、
(2) 前記における比較的軟弱な地盤とは、「５より小さいＮ値を有する地盤」又は「砂質
土において５より小さいＮ値を有する地盤」をいう。
【請求項２】
　コンクリート製の既製杭の中空部の先端から掘削ロッドの掘削ヘッドを突出させ、地盤
を掘削して根固め層を有する杭穴を形成しつつ前記既製杭を下降して、所定杭穴の前記根
固め層に前記既製杭の下端部を埋設する杭の中掘工法において、以下のように構成したこ
とを特徴とする杭の中掘工法。
(1) 杭穴を形成して、所定深さ位置で掘削土にセメントミルク類を注入して、該掘削土と
撹拌混合して、所定固化強度の固化混合層を形成してなり、該固化混合層はドーナツ状で
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、外周面全体が原地盤面に付着し、内周面が前記既製杭の外周面に付着し、かつ該固化混
合層内周面と前記既製杭の外周面との付着強度を、前記固化層外周面と原地盤面との付着
強度より大きく形成した。
(2) 他の深さ位置では、前記固化混合層を形成しない層を形成する。
(3) 前記固化混合層を形成しない層では、前記固化混合層と前記固化混合層との間に、既
製杭の外周側に掘削土を押圧して放射状に掘削土層を形成する。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、杭穴を掘削しつつ既製杭を埋設する中掘工法に関する。とりわけ、地盤途中
に比較的軟弱な地盤の層を含み、その層では十分な支持力が得られない場合に特に有効で
ある。
【背景技術】
【０００２】
　一般的な杭の中掘工法では、既製杭の中空部に、掘削ヘッドおよび排土スパイラルを形
成した掘削ロッドを挿入して、既製杭の先に突出した掘削ロッドで、地層を掘削しながら
、既製杭を沈設させていた。この場合、掘削ヘッドの掘削径は、埋設する既製杭の内径よ
り若干小さい（マイナス４０ｍｍ程度）寸法としていた（非特許文献１）。そして、この
杭穴内にそのまま既製杭を押し込め、あるいは杭穴内壁と既製杭の隙間にセメントミルク
を注入して既製杭を押し込めていた（例えば、特許文献１、５頁左上より２～３行目）。
【０００３】
　また、中掘工法で、根固め部を拡径して、先端支持力を増加させる場合、掘削ヘッドに
揺動して拡大掘削できる掘削刃（特許文献１）や掘削ロッドの軸に直交する方向（水平方
向）に突出する掘削刃を形成して、拡大根固め部の掘削をしていた。
【０００４】
　また、既製杭の埋設に先立ち、掘削ロッドで杭穴の全部を掘削した後に既製杭を埋設し
て基礎杭を埋設する工法（先掘工法）では、掘削ロッドの中間部に拡開刃を形成して、杭
穴の軸部に拡径部を掘削する工法も提案されているが（特許文献２）、軟らかい地層等で
は採用できず、使用範囲が限られていた。
【０００５】
　また、中掘工法では、上記のように、既製杭の外径より小さな径の杭穴を掘削するので
、先掘工法で使用するような、外側面に節などの凹凸を形成した既製杭を使用することが
できず、専ら円筒形状の既製杭を使用していた。
【０００６】
　また、排土を減らすことを目的とした発明として、特許文献３～５が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平８－２９１６８２号公報
【特許文献２】特開平２－１０８７２４号公報
【特許文献３】特開昭５７－７４５３４号公報
【特許文献４】特開２００２－５４１３５号公報
【特許文献５】特開２００２－８１０５９号公報
【非特許文献】
【０００８】
【非特許文献１】「杭基礎の調査・設計から施工まで」（第２回改訂版），（財）土質工
学会，平成５年５月２５日初版発行，４２５～４３１頁
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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(1) 　いわゆる先掘工法では、既製杭の埋設に先立ち、杭穴の全部を掘削した後に既製杭
を埋設して、掘削ドラムで杭穴壁を均してセメントミルクを撹拌・充填できるが、中掘工
法では、一般に、掘削土の大部分を掘削ロッドで排出しており、更に構造上から掘削ロッ
ドに練付ドラムを取付け難いので、杭穴壁を均すこともできなった。従って、既製杭と杭
穴との間の杭周部を支持力として十分に利用できなかった。
【００１０】
　また、中掘用の掘削ロッドでは、既製杭（通常はコンクリート系）の中空部を通過させ
なければならないという構造上の制限があり、比較的拡径が容易な場合（特許文献２）で
も、中空部通過状態（最小径）、杭穴軸部掘削状態（中間径）、杭穴拡底部掘削状態（最
大径）の３位置を取らなければならず、複雑な構造で設計強度上限られていた。また、通
常の掘削径の２段切替式では、拡底根固め部を形成する場合には、根固め部の掘削径は、
杭穴の軸部径の１．２倍程度までであり、前記掘削ヘッドに掘削刃付きの揺動腕を設けた
場合であっても、１．５倍が限度であった。特に外径１０００φ等の大径の既製杭を使用
した場合には、１．２倍程度に制限されていた。
【００１１】
　また、中堀工法では、一般に掘削ヘッドの直上に既製杭の先端を位置させて、該既製杭
を沈設しながら掘削するので、前記特許文献２のように掘削ロッドの中間部に拡径刃を形
成して拡径部を掘削することができなかった。
【００１２】
　従って、中掘工法では、掘削速度を速くするためには、掘削土の排出を多くせざるを得
ず、結果として環境面からも好ましくなく、施工する土質も限られていた。即ち、掘削土
の排出を良くするため各種の工夫が成されていた（日本国．特開平５－３３５３号公報の
空気の吹き出し等）。
【００１３】
(2) 　また、一般に、砂質土、礫質土等の地盤に、拡底根固め部を形成する中掘工法では
、
　　総支持力Ｒａ＝１／３（Ｒｐ＋Ｒｆ）　　（ｋＮ／本）
で、算定される。
【００１４】
　ここで、Ｒｐ＝α×Ｎａｖｅ×Ａｐ

　　α：支持力定数（通常２５０程度）
　　Ｎａｖｅ：杭先端平均Ｎ値
　　Ａｐ：既製杭の先端断面積
である。尚、ここで既製杭の先端断面積は、荷重によるせん断力の伝搬に寄与するソイル
セメント層との付着面積に相当する。
【００１５】
　また、Ｒｆは、杭周面摩擦抵抗力で、杭周固定液の使用の有無により、
　・杭周固定液使用時：　Ｒｆ＝Ｃ×Ｎａｖｅ×Ｌ×φ
　　　　　　　　　　　（Ｃ＝２～３）
　・杭周固定液不使用時：Ｒｆ＝Ｃ×Ｌ×φ
　　　　　　　　　　　（Ｃ＝１５）
の値を使用する。
【００１６】
また、ここで、
　　　　Ｌ：杭の周面摩擦力を考慮し得る地盤の長さ
　　　　φ：杭の周長
　　　　Ｎａｖｅ：杭周固定液を使用する区間の平均Ｎ値
である。
【００１７】
　総じて、Ｎ値が低い場合（例えば１０以下）は、既製杭として通常の円筒杭を使用した
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場合は、節杭など利用した基礎杭構造に比べＲｆ（杭周面摩擦抵抗力）が小さくなってい
た。
【００１８】
　従って、中掘工法において、支持力を増加する為には、Ｒｐ、Ｒｆのいずれか又は両方
を増加させることが必要であった。
【００１９】
　この発明では、Ｒｆを大きくするために、杭穴の軸部外周部を改良して、既製杭の周面
全体として地盤強度を向上させることを目的とする。これにより、既製杭の周面の全体的
な摩擦抵抗力を確保・増加させると共に、応力伝搬面積を大きくして応力が広く緩和して
伝搬できるようにする。即ち、上記Ｒｆの式において、Ｎあるいは係数Ｃ等を大きくする
。
【００２０】
(3) 　また、Ｒｐ（先端支持力）を増強するために、杭下端部（先端部）の杭外表面を広
くしソイルセメントとの付着面積を増強すると共に、付着面よりの応力が充分に伝搬でき
る高固化強度の根固め部を形成することを目的とする。即ち、上記式において、α及びＡ

ｐを大きくする。
【００２１】
　また、この発明は、中掘工法において、杭穴掘削時に、既製杭の中空部より地上に排出
される排土を少なくすることを目的とする。
【００２２】
(4) 　また、特許文献３の発明は、予め先端に地中にねじ込みできかつ補強となる金具を
付けた鋼管を、ケーシングとして地中にねじ込み、その後鋼管内に、既製杭（コンクリー
ト製）を挿入する工法で、排土の削減を実現する発明が開示されている。しかし、この工
法では、既製杭を金具に載せただけであり、既製杭と金具の一体性が無く、更に地盤と既
製杭との間の応力伝搬を確実にするソイルセメント層などの固化混合層の配慮が無く、高
支持力の発揮は期待できない。また、この工法は、金具を必須としているので、中掘工法
への応用は一切できない。
【００２３】
　また、特許文献４の発明は、既製杭の外径と等しい径の杭穴を掘削し、その後らせん翼
を有する既製杭を埋設する先掘工法である。杭穴の軸部の径を相対的に小さくすることに
より、掘削土の排出量を軽減する点が開示されている。しかし、特許文献４の発明は、ら
せん翼をねじ込む際に、大きなねじれが既製杭に生じ、地盤が固い場合には特に既製杭に
巨大なねじれが生じ、コンクリート製の既製杭では実施不可能である。また、地層に軟ら
かい層が含まれている場合には、杭穴径が小さいので、杭穴壁と既製杭の外側面との隙間
にセメントミルク等と固化混合層の形成ができ難いので、周辺摩擦力の発揮が困難である
。
【００２４】
　また、特許文献５の発明は、中空の既製杭の下端部にらせん翼と掘削刃を有する推進ヘ
ッドを嵌め合わせて、既製杭を通した回転ロッドで推進ヘッドを回転して、既製杭を無回
転で貫入させる工法が開示されている。しかし、特許文献５の発明は、埋設される推進ヘ
ッドと既製杭との一体性が不確実で、また拡大掘削ができないので、推進ヘッドを使った
有効な支持地盤周辺での支持力強化が図れない。また、中間深さの地層に軟らかい層が含
まれている場合には、その部分での固化混合層の形成ができず、周辺摩擦力の強化が図れ
ない。更に、複雑な構造の推進ヘッドを支持地盤から回収できず、コストを要する。
【課題を解決するための手段】
【００２５】
　前記課題を解決するために、この発明では、杭穴軸部も含めて、従来に比べて掘削径の
大きい（既製杭の杭径に対して）杭穴を掘削し、更に当該杭穴の掘削中に、少なくとも設
計上望ましい深度範囲の適宜区間に固化混合層を形成しつつ杭穴を掘削する構成とした。
【００２６】
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　即ち、第１の発明は、コンクリート製の既製杭の中空部の先端から掘削ロッドの掘削ヘ
ッドを突出させ、地盤を掘削して根固め層を有する杭穴を形成しつつ前記既製杭を下降し
て、所定杭穴の前記根固め層に前記既製杭の下端部を埋設する杭の中掘工法において、以
下のように構成したことを特徴とする杭の中掘工法である。 
(1) 杭穴を形成して、前記地盤で比較的軟弱な地層を含む深度区間において、掘削土にセ
メントミルク類を注入して、該掘削土と撹拌混合して、外周全体が地盤に接する所定固化
強度の固化混合層を形成してなり、該固化混合層の厚さは１ｍ以上であり、前記固化混合
層内周面と前記既製杭の外周面との付着強度を、前記固化層外周面と原地盤面との付着強
度より大きく形成し、
(2) 前記における比較的軟弱な地盤とは、「５より小さいＮ値を有する地盤」又は「砂質
土において５より小さいＮ値を有する地盤」をいう。
【００２７】
　また、第２の発明は、コンクリート製の既製杭の中空部の先端から掘削ロッドの掘削ヘ
ッドを突出させ、地盤を掘削して根固め層を有する杭穴を形成しつつ前記既製杭を下降し
て、所定杭穴の前記根固め層に前記既製杭の下端部を埋設する杭の中掘工法において、以
下のように構成したことを特徴とする杭の中掘工法である。
(1) 杭穴を形成して、所定深さ位置で掘削土にセメントミルク類を注入して、該掘削土と
撹拌混合して、所定固化強度の固化混合層を形成してなり、該固化混合層はドーナツ状で
、外周面全体が原地盤面に付着し、内周面が前記既製杭の外周面に付着し、かつ該固化混
合層内周面と前記既製杭の外周面との付着強度を、前記固化層外周面と原地盤面との付着
強度より大きく形成した。
(2) 他の深さ位置では、前記固化混合層を形成しない層を形成する。
(3) 前記固化混合層を形成しない層では、前記固化混合層と前記固化混合層との間に、前
記既製杭の外周側に掘削土を押圧して放射状に掘削土層を形成する。
【００２８】
　前記における比較的軟弱な地層とは、既製杭の埋設予定の地盤で、その１つの杭穴で、
予め想定した地盤強度に対して、その想定した地盤強度より小さな強度しか有しない地盤
強度の地盤を指す。例えば、想定する地盤強度を、砂質土において、Ｎ値で“２０”とし
た場合、その平均Ｎ値より大幅に低い値、例えば“５”より小さな値を有するＮ値を有す
る、支持力としてほとんど考慮できない地盤を指す。この場合、予め想定する地盤強度は
、１本の杭穴毎に設定される場合、あるいは敷地全体に対して設定される場合、等がある
。
【００２９】
　また、前記において、セメントミルク類とは、掘削土に混入して撹拌混合すれば、所定
時間経過後に固化するセメントミルク及びセメントミルクと同等の水硬性の材料を指す。
【００３０】
　また、前記において、「設計で定めた所定の深度範囲」は、通常地盤は各種地盤強度の
地層から形成されており、どの深度範囲を設定するかは、基礎杭構造の総体として、強度
を高められる範囲を定める。即ち、軟弱な地層を「所定の深度範囲」に定める場合、ある
いは比較的地盤強度の強い中間層を「所定の深度範囲」と定める場合、軟弱の層を適宜を
組み合わせて「所定の深度範囲」とする場合、あるいは、地盤強度によらず、ある深度範
囲を「所定の深度範囲」に定める場合等がある。
【００３１】
　また、前記において、「既製杭の外径の１．４倍以上で掘削」としたが、特に杭穴の軸
部においては、上限は無く、大径とすればそれだけ既製杭の埋設は容易であり、かつ支持
力の増加が期待できる。しかし、大径とすればそれだけ大きな掘削ロッドを必要とし、ま
た掘削速度も遅くなり、施工効率が悪くなる。従って、上記及び基礎杭（既製杭）の設置
間隔等を比較調整して、通常は、根固め部で高い先端支持力が得られる掘削径と同一寸法
である１．４～１．５倍程度が望ましい。
【００３２】
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　また、前記における「せん断力の伝搬」とは「先端金具１３を取り付けた既製杭」ある
いは「下端部外側面に凹凸部を設けた既製杭」を杭穴内の固化したソイルセメント層内に
埋設した場合に当該ソイルセメント層へ向けてせん断力を伝搬できることをいう。また「
せん断力を伝搬させることができる支持面」は、「先端金具の筒状基部（鋼管本体）６の
外側面」あるいは「既製杭の下端部外側面」に突起（例えば環状突起）１０を形成した場
合には、当該突起１０の下面が下方に向けてせん断力を伝搬されることができる支持面Ｂ
を構成し、当該突起１０の上面が上方に向けてせん断力を伝搬されることができる支持面
Ａを構成する（図４（ａ））。この場合、突起１０の上下面は、垂直面に対して多少傾斜
した面であることが望ましい。また、実験によれば、せん断力の伝搬する方向は、垂直面
に対して斜めに作用しているので、当該伝搬する方向と直角に形成することが望ましいこ
とが分かっている。
【００３３】
　また、突起部を広く取るために、上下方向のせん断力の作用する支持面を筒状基部１の
外側面に凹部として形成した場合には、凹部の側壁面が各支持面Ａ、Ｂを構成する（図４
（ｂ））。更に、支持面は、突起や凹部に限らず、筒状基部６の外側面に段差を形成して
同様の機能を有する支持面Ａ又は支持面Ｂとすることもでき（図４（ｃ）（ｄ））、その
形状は任意である。要は、筒状基部６（既製杭１に環状突起３７を形成する場合には、下
部軸部３６。図２（ａ））の外側面にせん断力の伝搬に有効な何らかの手段（例えば段差
部等）が形成され、先端支持力として利用できれば、凹凸の形状に関係なく支持面を構成
できる。
【００３４】
　また、前記における筒状基部６（あるいは、下部軸部３６。図２（ａ））は、応力の伝
搬バランス上、円筒状とすることが望ましいが、角筒等その形状は任意である。
【００３５】
　また、前記において、先端金具１３の筒状基部６の外径Ｄ１１は、既製杭１の外径Ｄ０

１より小径に形成すれば（Ｄ１１≦Ｄ０１）、既製杭１の外径Ｄ０１に応じた杭穴を掘削
すれば良いので望ましい。この場合には、筒状基部６の上端部に、既製杭１の外径Ｄ０１

に応じた大径部７を形成する（図２（ｂ））。また、この場合、支持面を形成する環状突
起１０の外径Ｄ１３を、既製杭１の外径Ｄ０１（即ち、大径部７の外径）より小径とし（
Ｄ１３＜Ｄ０１）、あるいは、外径Ｄ１３を既製杭１の外径Ｄ０１より大径とすることも
でできる（Ｄ０１＜Ｄ１３）。また、当然、Ｄ１３＝Ｄ０１、とすることもできる。また
、外径Ｄ１３をＤ０１より大きくしない方が既製杭を挿入する際の抵抗が少ないので、高
い地盤強度（あるいは土質の密度）等の地盤の施工では有効である。
【００３６】
　また、筒状基部６の外径Ｄ１１を、既製杭１の外径Ｄ０１と同等とし（Ｄ０１≒Ｄ１１

）、あるいは、筒状基部１の外径Ｄ１１を、既製杭１の外径Ｄ０１より大径とすることも
できる（Ｄ０１＜Ｄ１１）。これらの寸法は、地盤強度や土質の密度、基礎杭に求められ
る所要耐力等により使い分けることができる。
【００３７】
　また、先端金具１３を使用せずに、既製杭１に細径の下部軸部３６を形成して該部に環
状突起３７、３７を形成した場合には（図２（ａ））筒状基部６の外面が、下部軸部の外
面に相当し、同様な構成となるように設定する。
【００３８】
　また、前記において、筒状基部６の内径Ｄ１２を既製杭１の内径Ｄ０２と同等以上とす
ることが望ましい。該部を掘削ヘッドを挿通することが容易となるからである。
【発明の効果】
【００３９】
(1) 　所定の区間で固化混合層を形成し、更に、掘削土を排出せず既製杭の外周壁で、地
盤を押圧するので、同径の既製杭を使用した従来の中掘工法に比して、約２倍の支持力を
発揮することが可能である。
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【００４０】
　また、Ｎ値の大小に関わらず、適宜区間を大径で杭穴掘削をしてセメントミルク類を注
入して固化混合層を形成する場合には、更に杭周摩擦力を復元及び補強できるので確実に
支持力の増強が見込まれる。
【００４１】
(2) 　従来の中掘工法は、掘削土の排出が多いのが難点であったが、本発明では既製杭の
外径より大径（例えば、既製杭の外径の約１．４倍以上の大径）の杭穴をほぐして形成す
ることにより、特に掘削ロッドに排土機構を設けることなく既製杭を沈設することもでき
るので、排土量を、セメントミルク等の杭穴内へ注入した注入物量程度にまで低減できる
。また、比較的軟弱で支持力の期待できない地層（良くない地層）を含む深度区間のみに
、掘削土にセメントミルク類を注入して撹拌混合して固化混合層を形成することもできる
。更に、大径の杭穴を既製杭の外径の約１．４倍以上の径で掘削する場合には、高支持力
が得られる根固め部が形成されるので、より高耐力を有する基礎杭も同時に構築できる。
【００４２】
(3) 　掘削した杭穴内に固化混合層を形成するので、固化混合層が既製杭の外周面と一体
に付着できれば、外周に大径の環状突起を有する既製杭を構成できるので、隣接する基礎
杭で固化混合層を略同一深さに形成し、かつ固化前に施工できれば、隣接する固化混合層
を相互に連結することもでき、相互連結群としてより強力な基礎杭構造を実現できる。
【００４３】
(4) 　固化混合層の外径と杭穴の根固め部の径とを略同一とすることにより、杭穴掘削工
事が単純になり、制御プロセスが簡素化され、かつ掘削ヘッドの信頼性も向上する。また
、固化混合層の外径を、基礎杭の外径の１．５倍以上にできる掘削ヘッドも容易に実現で
きる。
【００４４】
　また、施工地盤が硬い、あるいは密度が高い場合に、掘削ロッドに多少の排土機構を設
け施工速度を高めた構成とした場合でも、本施工方法を組み合わせれば、従来に比べて大
幅に排土量を低減できる。
【００４５】
(5) 　また、先端金具を使用することが望ましいが、下端部に凹凸部を形成したコンクリ
ート製の既製杭を採用して同様の高支持力を得ることができる効果がある。この場合、凹
凸部を先端金具と同様な構成として、同様の施工方法を採用できるので、従来の先掘工法
によって下端部に凹凸部を形成したコンクリート製の既製杭を埋設した場合と同様な根固
め部を形成することにより、高支持力を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】図１（ａ）は、この発明の実施例の既製杭と掘削ロッドを表し、既製杭を破折し
た拡大正面図、（ｂ）は、この発明の基礎杭構造である。
【図２】図２は、基礎杭構造の根固め部の拡大正面図で、（ａ）（ｂ）はこの発明の実施
例である。
【図３】図３は、この発明の、中掘工法を説明する縦断面図である。
【図４】図４（ａ）～（ｄ）は、この発明の先端金具の支持面とせん断力の伝搬を説明す
る概略した縦断面図である。
【図５】図５は、この発明の実施に使用する他の掘削ヘッドの正面図である。
【図６】図６は、基礎杭構造の根固め部の拡大正面図で、先掘り工法で掘削した比較例を
表す。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　この発明の基本的な実施形態について説明する。
【００４８】
(1) 　既製杭１を埋設する予定の地盤で、既製杭１の中空部２を挿通して突出した掘削ヘ
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ッド１８で、杭穴２８を掘削しつつ、地盤をほぐして形成した杭穴２８内に、既製杭１を
下降して沈設する（図３（ａ）～（ｃ））。掘削ヘッド１８で掘削する杭穴２８の掘削径
は、沈設する既製杭１の外径以上、例えば、１．４～１．５倍程度の大径で地面２５から
掘削する。ここで、掘削時及び既製杭の沈設時に掘削土の排出をしないため、掘削ロッド
の中間部においては、従来のような排土用の機能（スパイラル等）は必ずしも設ける必要
はない。
【００４９】
　尚、地盤強度が高い地盤や土質の密度が非常に高い地盤等を掘削する際で、施工速度を
上げたい場合には、既製杭の貫入抵抗を減らすために、掘削ロッドに部
分的に通常のスパイラル（排土機能）を形成し、あるいは小径のスパイラル形成した構造
とし、多少の排土をすることも有効である。
【００５０】
　この際、改良予定地盤に相当する地層２６Ａ、２６Ｂを掘削する際には、掘削ヘッド１
８から掘削土内へ固化剤を注入しながら掘削・撹拌し所定固化強度の改良地盤を造成し、
併行して順次、既製杭１を沈設する。
【００５１】
　従来の中掘工法では、既製杭１の外周には厚さ１～２ｃｍの杭周固定液層を介して直ぐ
に地盤に至るが、この発明では、固化混合層においては、固化混合層が厚く形成され、固
化混合層（外径）の外周全体が地盤に接する。
【００５２】
　例えば、既製杭１の外径６００ｍｍの場合、固化混合層の外径は８４０～９００ｍｍ程
度となり、応力が伝搬する十分な厚さを確保するために、固化混合層の厚さ（上下方向の
長さ）は強度上から１ｍ以上が望ましい。
【００５３】
　ここで、この発明の大径掘削により適切に地盤がほぐされ緩められるため、特に掘削土
の排出をしないでも、外側面に凹凸のあるコンクリート製の既製杭も沈設ができるので、
ほとんど排土のない基礎杭の造成ができる。もちろん、コンクリート製の既製杭より肉厚
が薄い鋼管製の既製杭の方が沈設は容易となるので、鋼管製の既製杭を使用することもで
きる。また、固化剤等の注入分の掘削土の排出はあるので、固化混合層はできる限り少な
い方が望ましい。
【００５４】
(2) 　固化剤として、例えば、高濃度のセメントミルクを使用し、掘削土内に注入し、掘
削ヘッド１８で撹拌混合して、固化混合層（ソイルセメント層）２９Ａ、２９Ｂを形成す
る。この場合、固化混合層（ソイルセメント層）２９Ａ、２９Ｂの内周面と既製杭１の外
周面との付着強度が、固化混合層２９Ａ、２９Ｂの外周面と原地盤面との付着強度より大
きいことが、応力の伝搬性向上のために必要である。
【００５５】
　この既製杭１の外周に付着したドーナツ状の固化混合層２９Ａ、２９Ｂが固化して、既
製杭の環状突起として作用する。即ち、既製杭１に垂直荷重又は引抜力が固化混合層の上
下面から上下の原地盤に対してせん断力の伝搬が図れ、鉛直支持力、引抜き力を増強する
（図１（ｂ）鎖線矢示図示）。
【００５６】
(3) 　固化混合層を形成しない層では、掘削土に固化剤を注入しないので、既製杭１の外
周には、ほぐされ緩められた掘削土が、そのまま沈設される既製杭の外周により押圧され
た状態で蓄積される。即ち、固化混合層２９Ａと固化混合層２９Ｂとの間の層（深度範囲
）では、既製杭の外周側に放射状に押圧された掘削土層が形成される。
【００５７】
(4) 　以上のように、所定の深さ位置で固化混合層２９Ａ、２９Ｂを形成しながら、所定
深さまで杭穴２８を掘削したならば（図３（ａ）～（ｃ））、続いて根固め部を形成する
。即ち、根固め部では掘削ヘッド１８の下端部から高濃度のセメントミルクを注入しなが
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ら杭穴の下端部のみを撹拌混合して、必要により、掘削泥土を上方に押し上げ、根固め部
内の掘削泥土をセメントミルクと置換等して、根固め層３０を形成する（図３（ｄ）（ｅ
））。根固め層３０には、地盤強度以上の固化強度を有するセメントミルクを充填する。
続いて、掘削ヘッド１８を閉じて、既製杭１の中空部２を通って、地上２５に引き上げる
（図３（ｆ））。
【００５８】
　同時に、セメントミルクで満たされた（ソイルセメント状で存在する）杭穴２８の根固
め部内に、既製杭１の先端部を沈設して、既製杭１の下面が根固め部の底から所定の長さ
だけ空ける。以上のようにして、既製杭１の埋設が完了し、セメントミルクが固化発現後
に、基礎杭構造３３を形成する（図１（ｂ））。
【００５９】
　この場合、根固め部の強化のためには、掘削ヘッド１８の本体部あるいは上部に揚土及
び撹拌を目的とするスパイラルを設けた掘削ロッドを使用することもできる（図示してい
ない）。根固め部からできるだけ掘削土を排除し、あるいは、十分にセメントミルクと掘
削土を撹拌混合して、良質の根固め層３０を形成するためである。
【００６０】
(5) 　本発明の中掘り工法で使用する既製杭１は、根固め部において形成されたセメント
ミルクからなる根固め層３０内で、根固め層３０と一体となり、高い鉛直支持力及び引抜
き力を発揮するために、付着面積の大きい突起（あるいは、節、らせん翼）付き既製杭１
が望ましい。特に、既製杭１を沈設する際の押し入れ抵抗が少なく容易に押し入れでき、
かつ付着表面積の大きくする為に、突起付き円筒形の鋼管本体６を基体とする先端金具１
３を、既製杭１の先端３に装着して構成することが望ましい。
【００６１】
　この中掘工法を採用する場合、使用する既製杭１の下端部に形成した、あるいは先端金
具１３に形成した大径の突起、例えば、比較的貫入抵抗の小さい構造で、かつ大径のらせ
ん翼等を形成して、更に、高い支持力を有する基礎杭を構築することもできる。
【００６２】
　また、この先端金具１３は、突起で付着面積を大きく取る為に、円筒形の鋼管本体６を
既製杭１の外径より大きくせず、押し込み抵抗を小さくする為に突起外径は上部に装着す
る既製杭１の外径と同等又は外径以下とし、突起の個数は、必要とされる根固め層３０と
の必要な付着面積に合致させた枚数にすることが、所要支持力のバランスの点から適当で
ある。更に、既製杭１を沈設する際に、先端金具１３の突起面への土泥が付着することを
防ぎ、根固め層３０内での付着を高める必要から、突起部の外径を既製杭１の外径より若
干大きくして付着面積を増加したり、突起の上下面にテーパー状の傾斜を付けることが望
ましい。
【００６３】
　また、突起面への土泥の付着を防止する処理をすることにより、根固め層３０が固化後
の初期沈下を防止できる。
【００６４】
　また、耐力を大きくするためには、先端金具１３の突起の表面積は大きくすることが必
要であるが、荷重時のせん断力伝搬の有効性および施工実務面では、その突起外径は逆に
小さいことが必要である。従って、突起の基部に位置する鋼管本体６の外径は出来る限り
小径とし、突起の外径は、既製杭を沈設する際に、貫入抵抗ができるだけ生じないように
、上部に連結する既製杭１の外径と略同程度の寸法で余り大きくない寸法とすることが望
ましい。即ち、支持力に関与する突起面から生じるせん断力の伝搬を考慮した時は、少な
くとも突起部の外側面（下面又は上面）に所要寸法形状で、地盤強度よりの高固化強度の
ソイルセメント層が形成されていることが必須であるからである。
【００６５】
　また、先端金具１３の各部表面と根固め部の根固め層（ソイルセメント層）３０との付
着強度の確保のために、先端金具１３の突起部の表面積を広くするよう設計しているが、
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更に、施工時において、突起部表面に土泥が付着して両者の付着強度が低下することを防
止することが必要である。特に、中掘工法では、先掘工法のようにソイルセメントが充填
された杭穴内に既製杭１を沈設する場合と異なり、杭穴２８を掘削してソイルセメントを
形成している高さ位置（掘削ヘッド１８の位置）の直上に既製杭１の先端３が位置してい
るので先端金具１３と根固め層３０との付着には配慮が必要である。従って、突起部の上
下面は水平ではなく傾斜面であることが望ましいので節形状にしたり、あるいは沈設時に
土泥が突起の上側面に巻き込まないように上部の杭外径より若干大きめ（外径大）の突起
とするなど突起先端部の形状・寸法の工夫により支持力の確実かつ安定な発現が可能とな
る。
【００６６】
(6) 　また、本発明の中掘工法で使用する掘削ロッド１５は、開いた際に既製杭１の外径
の１．４～１．５倍の外径で杭穴掘削でき、かつ縮径して既製杭１の中空部２を通過でき
るように、その内径以下の外径として閉じることができる掘削ヘッド１８を使用する。即
ち、掘削ヘッド１８は、縮径時と拡径時の比の大きい構造を必要とする。例えば、ロッド
本体１６に接続できるヘッド本体１９の両側に、先端に掘削刃２２を有する掘削腕２１を
揺動自在に取り付けて構成する（図１（ａ））。従って、この掘削ヘッド１８を使用すれ
ば、既製杭１の先端金具の突起（あるいは、既製杭の下端部外周に形成した突起）の外径
が既製杭の軸部の外径より大径となった場合であっても、貫入時の抵抗を考慮した形状（
例えば、らせん翼等）であれば、既製杭１を杭穴２８内に容易に貫入埋設できる。
【００６７】
　また、大きい拡径寸法が比較的容易に実現できる揺動式の掘削腕を利用した掘削ヘッド
を使用した従来の中掘工法では、杭穴２８の軸部での小径掘削（既製杭の外径＋２ｃｍ程
度）、杭穴２８の拡底根固め部での大径掘削（既製杭の外径の約１．２倍程度）、掘削ヘ
ッド１８の引抜き時の縮径時（既製杭の内径以下）の３通りの制御ステップが必要である
が、本工法では、大径掘削・撹拌時と掘削ヘッド１８の引抜きの２通りの制御ステップに
減じているので、掘削ヘッド１８の構造を簡素化でき、剛性強度の増強が可能となる。従
って、大径掘削の制御が確実で安定化し信頼性が向上すると共に、補修や維持管理面でも
安定化し経済的となる。
【００６８】
　尚、この工法で使用する掘削ヘッド１８は、従来に比して、少なくとも既製杭１の外径
の１．４～１．５倍の掘削径を必要とするので、掘削手段の制御ステップを２つとするこ
とにより、掘削腕２１を有する構造で、剛性強度の高い構造の掘削ヘッド１８を用いるこ
とにより実現できた。
【００６９】
　また、掘削ロッド１５のロッド本体１６には、従来の中掘用ロッドのように排土を主目
的としたスパイラルを省略することができる。杭穴２８の芯及び既製杭１の中空部２の芯
と掘削ロッド１５の芯を合わせる為のスタビライザーの機能及び掘削ロッド１５周辺の掘
削土を撹拌する機能を有する部材を突設することが望ましい（図１（ａ））。
【００７０】
(7) 　本工法では、土質によっては、掘削径の大小を調節して（既製杭１の外径に対して
、掘削ヘッド１８の掘削径の比率を増減することで調節する）、既製杭１を速く沈設する
ことができ、既製杭１の沈設速度を制御できるが、地盤の掘削及び粉砕性をより向上させ
るためには、大径掘削に適した掘削ヘッドが必要である。
【００７１】
　例えば、筒状のヘッド本体１９に外筒４１を昇降可能に取り付け、ヘッド本体１９の上
端部に上部腕４２の上端、外筒４１の下端部に下部腕４３の下端を夫々ピンで連結し、上
部腕４２の下端と下部腕４３の上端とをピンで連結して、掘削ヘッド１８を構成すること
もできる（図５）。この場合、上部腕４２、下部腕４３から掘削腕２１を構成し、外筒４
１の下端に掘削刃２０、２０、上部腕４３の下面側に掘削刃２２、２２が形成してある。
【００７２】
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　この掘削ヘッドでは、外筒４１とヘッド本体１９とを相対的に上下動させ、掘削腕２１
の上部腕４２と下部腕４３とが重なるように（水平に近付くように）掘削径を拡大でき、
駆動範囲が長く取れるので、通常の掘削ヘッドに比べて、縮径時（掘削腕２１の上部腕４
２と下部腕４３とが縦方向に配置された状態）即ち既製杭の外径に比べた比率が大きい掘
削が可能であり、掘削刃も多段に形成できるので、粉砕性能も制御できる。従って、この
掘削ヘッド１８では、既製杭との杭径比で２倍以上の大径掘削・撹拌も可能となり、更に
大きな支持力を発揮することが可能となる。
【００７３】
　また、掘削ヘッド１８に、上下方向に複数のストッパーを設けることもでき（図示して
いない）、この場合には、異なる掘削径に容易に対応できる。よって、この掘削ヘッド１
８を使用することにより、掘削機（掘削ロッド１５のロッド本体１６）に一つの掘削ヘッ
ド１８を装着したまま、掘削位置を代えて異なる径の杭穴を形成する場合に、ストッパー
の調節だけで、連続掘削が可能となる。また、１つの杭穴で、深さ方向で径が異なる軸部
を有する杭穴を形成する場合にも、ストッパーの調節だけで、容易に掘削径の変更ができ
、異なる径の固化混合層を有する基礎杭の構築も容易となる。
【００７４】
(8) 　以上のように、この発明では、既製杭１の外径の１．４～１．５倍程度に掘削して
、所定の地盤では固化混合層を形成できるので、この高濃度のソイルセメントからなる固
化混合層が、既製杭１の外周に形成される環状突起としても作用する。例えば、外径８０
０ｍｍの既製杭の場合、外径１１２０～１２００ｍｍ程度の固化混合層が形成され、即ち
、既製杭の外周に、突起高さ（水平方向の突出距離）１６０～２００ｍｍの環状突起を形
成できる。
【００７５】
　この場合、既製杭１と固化混合層２９Ａ、２９Ｂとは一体に作用するので、既製杭の外
表面積を増加させて地盤との付着を増すと共に、既製杭１に鉛直荷重又は引抜力が作用し
た場合、固化混合層２９Ａ、２９Ｂの上下面が応力伝搬面として作用し、当該上下面から
軟弱地盤の上下に位置する地盤へ、せん断力が有効に伝搬して支持力を増強できる（図１
（ｂ））。
【００７６】
　このように、地盤を緩めたことにより既製杭の杭周部の摩擦力は低下するが、低下した
既製杭の杭周部の摩擦力を、固化混合層等を適宜形成することにより、復元、補強するこ
とができ、更に、固化混合層２９Ａ、２９Ｂと既製杭１の外面との付着を充分に高めるよ
うに施工すれば、従来の既製杭１の軸部で発揮される支持力の約２倍程度の支持力を得ら
れる。
【００７７】
　また、既製杭の表面積が実質的に広くなり、既製杭の応力伝搬面積が広くなるので、周
辺の弱い原地盤への伝搬荷重応力度（面積当たりの応力）を減少・緩和させ、基礎杭の耐
荷重を増加させる。
【００７８】
　また、指定した地層の高さ位置で、その面積を広く掘削・撹拌し、固化混合層２９Ａ、
２９Ｂを形成した直後で固まる前に、順次、既製杭１を押し込むことにより、既製杭１の
押し込み抵抗（貫入抵抗）が少なくなり、既製杭を容易に沈設できる。
【００７９】
　また、従来の中掘工法のように、掘削ロッドにスパイラル形状のような掘削土排出機構
が不要となり、総排土量を低減できる。即ち、掘削径を従来より大幅に大径（例えば、既
製杭の杭径に対して１．４倍以上）で地盤をほぐし緩めながら掘削し、既製杭を沈設する
と、既製杭の外側面（外周面）で、ほぐした掘削土を略放射状に周辺の地盤に押し圧をか
けながら既製杭を沈設し、基礎杭を構築するので、従来のように、掘削ロッドに排土機構
を設けなくても既製杭の沈設ができる。
【００８０】
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(9) 　先掘工法により拡底根固め部３５を有する杭穴を掘削し、地盤強度より高い固化強
度のソイルセメントを充填した拡底根固め部３５内に、下部軸部３６を細径にし、下部軸
部３６を含む下端部に環状突起３７、３７を形成した既製杭１を埋設して、基礎杭構造３
８を形成した場合、その環状突起３７、３７の表面からせん断力が充分に伝搬できるよう
に築造すれば（図６）、従来の円筒状の既製杭で発揮する支持力に比較して、約２倍の支
持力が得られることが確認されている。本発明の基礎杭構造３３では、先端金具１３を固
着させた既製杭１又は環状突起３７を形成した既製杭１を上記のような手順で埋設するの
で（図２（ａ）（ｂ）、図３）、従来の先掘工法によるこの基礎杭構造３８と同等の高い
支持力を発現させることが可能である（図６）。
【００８１】
　従って、本発明では、中掘工法で、掘削径を既製杭の外径より大径（例えば、既製杭の
外径の１．４倍以上）にすることにより、全体とし排土量を軽減できると共に、高い支持
力が実現できる。
【実施例１】
【００８２】
　次ぎに、この発明の具体的な実施形態を実施例に基づいて説明する。
【００８３】
　　　　　［１］既製杭１
【００８４】
　既製杭１として、下記形状・大きさの円筒形コンクリート杭を採用する。尚、必要耐力
が大きい場合には、鋼管被覆コンクリート杭（ＳＣ杭）等を選択することもできる（図１
（ａ）、図２（ｂ））。  
　　杭外径　Ｄ０１＝８００ｍｍ
　　杭肉厚　ｔ０１＝１１０ｍｍ
　　杭内径　Ｄ０２＝５８０ｍｍ
　　杭長　Ｌ０１＝１９ｍ
【００８５】
　　　　　［２］先端金具１３
【００８６】
　外径Ｄ１１、内径Ｄ１２、全長Ｌ１１の鋼管本体（厚さｔ１１）６の上端部に、外径Ｄ

１３の大径部７を形成し、大径部７を既製杭１との連結部とする。大径部７は、上面８を
水平平面状とし、下面９を徐々に小径とした部分円錐状の傾斜斜面を形成してある。連結
部の外径、即ち、大径部７の外径Ｄ１３は、接続するべき既製杭１の外径（Ｄ０１下端部
の外径）と略同一としてある。大径部７の幅（高さ）はＬ１３で形成されている。
【００８７】
　鋼管本体６の下端部外側面に、外径Ｄ１３の円盤状（ドーナツ状）の環状突起１０を突
設する。環状突起１０の上面１１は、水平面状に形成し、下面１２は部分円錐状の傾斜斜
面を形成し、傾斜斜面の下端は鋼管本体６の下端に至っている。環状突起１０の幅（高さ
）はＬ１３で形成されている（図２（ｂ））。
【００８８】
　以上のようにして、先端金具１３を構成する（図２（ｂ）、図１（ａ））。また大径部
７と環状突起１０との間隔はＬ１２で形成され、突起部長さＬ１４（＝（Ｄ１３－Ｄ１１

）÷２）とすると、支持面よりのせん断力の伝搬が障害なく作用するために、少なくとも
　　Ｌ１２＞Ｌ１４×ｔａｎθ≒Ｌ１４×ｔａｎ３０°＝Ｌ１４×√３
を満たすように形成されている。
【００８９】
　尚、寸法は、下記のように形成する。  
　　　・鋼管本体１　外径Ｄ１１＝６１０ｍｍ
　　　・鋼管本体１　内径Ｄ１２＝５７２ｍｍ
　　　・鋼管本体１　長さＬ１１＝７４９ｍｍ
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　　　・大径部７の幅Ｌ１３＝１１９ｍｍ
　　　・大径部７と環状突起１０との間隔Ｌ１２＝４３０ｍｍ
【００９０】
　また、前記実施例では、鋼管本体６の内径Ｄ１２は上部に連結する既製杭１の内径Ｄ０

２と同一とし、鋼管本体６の厚さｔ１１を１５～４０ｍｍ程度としているので、環状突起
１０の鋼材の節形状の外径Ｄ１３を上部の既製杭１の外径Ｄ０１以上に設定でき、突起面
積（ソイルセメントとの付着面積）が大きく取れる。従って、形成する環状突起１０の数
を１個増加するだけで、既製杭１を外径で１ランク上の既製杭１で発揮する支持力と同等
の支持力を得られる。
【００９１】
　　　　　［３］掘削ロッド１５
【００９２】
　中空のロッド本体１６の先端部に掘削ヘッド１８を装着して、掘削ロッド１５を構成す
る。掘削ヘッド１８は、ロッド本体１６に接続できるヘッド本体１９の両側に、掘削腕２
１、２１の上端部を揺動自在に取り付けて構成する（図１（ａ））。ヘッド本体１９は、
中間部から下端部に向けて先細となるような扁平部を形成し、扁平部の先端に掘削刃２０
、２０を突設してある。
【００９３】
　掘削腕２１は、上端部が回転軸２４でヘッド本体１９に取付られ、中間部は下方に向け
て、ヘッド本体１９の扁平部に沿うように、ヘッド本体１９に近付くように屈曲し、掘削
刃２２、２２を形成した下端部は下方に向けて、掘削刃２２、２２と共に外側に向けて開
くように屈曲してある。このような形状とすることにより、掘削腕２１、２１は、回転抵
抗が小さくなり、揺動し易くかつ掘削ヘッド１８全体がコンパクトとなり、既製杭の中空
部を挿通することが容易となるので、大径掘削が容易となる。
【００９４】
　ヘッド本体１９には、杭穴２８の掘削径に対応して掘削腕２１、２１が揺動する範囲を
制限するストッパー２３、２３が取り付けてある。
【００９５】
　また、ロッド本体１６には、排土用のスパイラルを省略して、所定高さ（例えば５ｍ）
毎に、水平板１７、１７を直径対称に取り付けてある。水平板１７、１７は、掘削ロッド
１５の軸と、杭穴２８の軸又は既製杭１の軸とを合わせる（センタリング）する為のスタ
ビライザーの機能、掘削土の撹拌の機能等を合わせ持つ。
【００９６】
　この掘削ヘッド１８では、作動態様は、杭穴２８の掘削時（杭穴軸部掘削時、固化混合
層を形成する掘削・撹拌時、根固め部掘削・撹拌時）及び既製杭１の中空部２を通過する
時の２通りのステップ方式に簡素化してある。掘削腕２１を揺動させて、既製杭１の外径
の１．５倍（１２００ｍｍ）程度の外径で、掘削ロッド１５に排土機構が無くても、確実
かつ安定な掘削・撹拌を実現した。
【００９７】
　　　　　［４］中掘工法の説明
【００９８】
(1) 　既製杭１を埋設予定の地盤（主要部分は砂質土）は、地上２５から、６．５ｍ～７
．５ｍの厚さ１ｍ分、１３．５ｍ～１４．５ｍの厚さ１ｍ分、に設計上指定された２箇所
の（例えば比較的弱いＮ値５程度）地層２６Ａ、２６Ｂが存在している（図１（ｂ）、図
３）。
【００９９】
(2) 　先端金具１３の大径部７の上面８を、既製杭１の先端３（下端板の下面）に当て、
大径部７と下端板とをボルトや溶接等で一体に固定して、先端金具１３付きの既製杭１を
構成する（図２（ｂ）、図１（ａ））。
【０１００】
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(3) 　所定の掘削位置で、掘削ロッド１５を、先端金具１２付きの既製杭１の中空部２、
先端金具１３の中空部６ａを挿通して、先端金具１３の先端１４から掘削ヘッド１８を突
出させる。  
　この状態で、既製杭１及び掘削ロッド１５を鉛直に支持して、掘削ロッド１５を回転さ
せれば、掘削腕２１がストッパー２３で規制されるまで揺動し、その揺動角度を保ったま
ま、掘削腕の掘削刃２２、２２、ヘッド本体１９の掘削刃２０、２０で、杭穴２８を掘削
できる。先端金具１３の先端１４から突出した掘削ヘッド１８で、既製杭１の外径より大
径の杭穴２８の軸部を掘削する。掘削しながら掘削ロッド１５を下降すると共に引き続き
、既製杭１を下降させる（図３（ａ））。
【０１０１】
(4) 　地上から６．０ｍ程度掘削した所で、掘削土中に、ヘッド本体１８からセメントミ
ルク（固化強度２０Ｎ／ｍｍ２程度）を注入し、掘削土と撹拌混合しながら約２ｍの間、
掘削土とセメントミルクとを撹拌混合しながら掘削し、押し固めて、既製杭１の周囲にソ
イルセメント層２９Ａを形成する。ソイルセメント層（固化混合層）の形成は、設計上で
指定された位置で行い、その地層２６Ａを含む上下高さを形成の対象とする。セメントミ
ルクを注入するする際に、掘削ヘッド１８を上下に昇降させれば、良く撹拌され、均質な
ソイルセメント層ができる。尚、ソイルセメント層（固化混合層）２９Ａは、固化強度０
．５Ｎ／ｍｍ２程度とする。
【０１０２】
　また固化混合層を形成する高さ位置は、事前の標準貫入試験によるＮ値により概略把握
できるので、そのＮ値が該当する高さ位置で固化混合層を形成することが望ましい。即ち
、掘削中の掘削ロッド１５を回転・昇降させるオーガーのモータの電流値を測定して、所
定高さ範囲（例えば５０ｃｍ）毎に積算して積算電流値を算出しておけば、標準貫入試験
のＮ値と同一の深度で地盤強度の比較ができ、当該積算電流値を示すその高さ位置が該当
する改良すべき地盤になるので、前記Ｎ値と併用することにより、正確な深度区間で固化
混合層を形成できる。
【０１０３】
(5) 　形成したソイルセメント層２９Ａにも同様に、既製杭１を下降して、引き続き、掘
削ロッド１５を下降して、掘削ヘッド１８で杭穴２８を掘削しつつ既製杭１を下降する。
【０１０４】
(6) 　設計で指定した地層２６Ｂに対応して、地上から１３．０ｍ～１５．０ｍの高さで
も、同様に、ヘッド本体１９からセメントミルクを吐出して、掘削土と撹拌混合して、ソ
イルセメント層（固化混合層）２９Ｂを形成する（図３（ｂ））。以降同様に、セメント
ミルクを使用せずに、杭穴２８を掘削する（図３（ｃ））。  
　このように、地盤改良等をしながら既製杭１を順次沈設するので、ソイルセメントの流
出も阻止でき、固化混合層２９Ａ、２９Ｂが確実に形成できる。
【０１０５】
(7) 　支持地盤（Ｎ値３０）である所定深さ（約２１ｍ）まで、杭穴掘削したならば、杭
穴底３１から高さ２ｍ程度の間で、セメントミルク（固化強度２０Ｎ／ｍｍ２程度）を注
入しながら掘削ヘッド１８を回転し昇降して、掘削土とセメントミルクとを撹拌混合しな
がら根固め層３０を形成する（図３（ｄ）（ｅ））。必要により、根固め部の底よりセメ
ントミルクを吐出して掘削土を押し上げ、掘削土をセメントミルクに置換することもでき
る。
【０１０６】
(8) 　周辺の地盤強度より高い固化強度２０Ｎ／ｍｍ２程度の根固め層３０を形成したな
らば、掘削ロッド１５を逆転して掘削腕２１、２１を閉じて、掘削ロッド１５の回転を一
旦止めて掘削腕２１、２１をヘッド本体１９に沿って垂れた状態にする（この状態で、掘
削ヘッド１８の最大外径は既製杭１の内径Ｄ０２以下になっている）。続いて、掘削腕２
１、２１が振れないように、掘削ロッド１５をゆっくり回転して、根固め層３０を撹拌し
ながら、掘削ヘッド１８を掘削ロッド１５と共に、先端金具１３の中空部６ａ及び既製杭
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１の中空部２を挿通して（図３（ｆ））、地上に引き上げる。
【０１０７】
　また、掘削ヘッド１８のヘッド本体１９で、掘削ロッド１５が逆回転した際に掘削腕２
１、２１が揺動する側に、ストッパーを取り付けておくこともでき（図示していない）、
この場合には、逆回転させながら掘削ヘッド１８を引き上げれば、既製杭１の中空部２の
内壁を傷つけず、確実に掘削ヘッドを回収できる。
【０１０８】
(9) 　続いて、あるいは掘削ロッド１５の引き上げと並行して、既製杭１を下降して（図
３（ｆ））、先端金具１３を根固め層３０内に位置させ、先端金具１３の先端（下端）１
４と杭穴底３１とが既製杭１の軸部外径Ｄ０１程度の距離Ｌ２０（ここでは、約１ｍとし
た。図２（ｂ））を空けた位置で、先端金具１３付きの既製杭１を杭穴２８内に保持する
。
【０１０９】
　ソイルセメント層２９Ａ、２９Ｂ、根固め層３０が固化発現後に、ソイルセメント層２
９Ａ、２９Ｂ及び根固め層３０と既製杭１とが定着して一体に形成された基礎杭構造３３
を構築する（図１（ｂ）、図２（ｂ））。
【０１１０】
　　　　　［５］試験結果
【０１１１】
　本基礎杭構造３３の築造に際し、セメントミルク注入量に相当する量の僅かな排土量で
、掘削土をほとんど排出しないので、周辺地盤強度も締め固められており、載荷試験にお
いても高い支持力の９３００ｋＮ（最大荷重）が得られている。また、沈下特性のばらつ
きの改善が期待できる。
【０１１２】
　また、従来の中掘工法であって、本工法の先端金具１３を使用せず、本工法の根固め層
内の先端金具１３の外径６００ｍｍと同一径により、上端から下端まで形成したコンクリ
ート製の既製杭を使用した従来の中掘工法と比較する。外径６００ｍｍの既製杭を使用し
、根固め層内に既製杭の先端部を同様に定着させた場合、同一地盤で、最大荷重が約３１
００ｋＮであった。
【０１１３】
　　　　　［６］他の実施例
【０１１４】
(1) 　前記実施例において、既製杭１を下降させるタイミングは、従来の中掘工法と同様
に任意である。ただし、形成したソイルセメント層２９Ａ、２９Ｂでは、当該層形成後に
速やかに既製杭１を設置させることが望ましい。
【０１１５】
(2) 　また、前記実施例において、地層２６Ａ、２６Ｂの２区間を改良し高濃度のソイル
セメント層２９Ａ、２９Ｂに置き換えた固化混合層を形成したが、Ｎ値の大小に関わらず
他の区間にも高濃度のソイルセメント層を適宜形成し、軸部の支持力を増強させることが
可能である（図示していない）。また、前記実施例では、特にＮ値の小さい区間のみ固化
混合層を形成して、少ない処理で支持力増強効果の高い総合的な固化混合層を造成したが
、施工地盤によっては、杭穴２８の全深さに亘って固化強度０．５Ｎ／ｍｍ２以下で固化
混合層を形成し、更に良くない地盤において高固化強度の例えば１．０Ｎ／ｍｍ２程度の
ソイルセメント層（固化混合層）を形成することも可能である。
【０１１６】
　ただし、新たに杭穴内に注入したセメントミルク等の分だけ、掘削土が杭穴より排出さ
れるので、掘削土等の排出物を少なくするためには、セメントミルク等の注入を極力減ら
すことが望ましい。
【０１１７】
(3) 　また、前記実施例において、下端に先端金具１３を固定した既製杭１を埋設したが
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、先端金具１３を用いない他の既製杭１を使用することもできる。
【０１１８】
　既製杭１として、下端部に上部軸部３４より細くした下部軸部３６を形成し、上部軸部
３４と下部軸部３６の段差部分（境界部分）、段差部分の上方、段差部分の下方（下部軸
部の下部）に環状突起３７、３７を夫々形成する。必要耐力が大きい場合には、連結杭と
して、下杭を上記既製杭として、上杭を鋼管被覆コンクリート杭（ＳＣ杭）等を選択する
こともできる（図２（ａ））。尚、上記における上部軸部３４とは、軸部の下端部に形成
した下部軸部３６を除いた部分であって、中間部を含む軸部である。
【０１１９】
　　　　・杭外径（軸部）　Ｄ０１＝７００ｍｍ
　　　　・杭肉厚　ｔ０１＝１００ｍｍ
　　　　・杭内径　Ｄ０２＝５００ｍｍ
　　　　・下部軸部の外径　Ｄ１１＝６００ｍｍ
　　　　・環状突起３７の外径Ｄ１３＝７５０ｍｍ
　　　　・杭穴の掘削径Ｄ２１＝１１００ｍｍ
　　　　・杭の先端部が位置する地盤のＮ値＝３０
【０１２０】
　この場合、環状突起３７、３７の間隔Ｌ１２及び下部軸部３６からの環状突起３７の長
さＬ１４は、前記実施例の大径部７と環状突起１０との間隔Ｌ１２と同様に設定する。ま
た、環状突起３７は、傾斜上面３７ａ、傾斜下面３７ｂを有し、傾斜下面３７ｂは鋼管本
体６の大径部の下面９や環状突起１０の下面１２と同様の機能を有するように設定する。
傾斜上面３７ａも同様に形成されている。
【０１２１】
　また、前記において、環状突起３７の長さＬ１４は、上部軸部３４の外面より突設しな
い範囲で、環状突起３７の傾斜上下面３７ａ、３７ｂをできるだけ広く確保できる構成と
することもでき、上記のようなＬ１２との関係で設定する。
【０１２２】
　この先端金具１３を使用せずに、環状突起３７を形成した既製杭１を使用して、前記実
施例と同様の施工により形成した基礎杭構造３３の場合（図２（ａ））、同様の載荷試験
を行った結果、最大荷重で７４９２ｋＮの高い支持力が得られている。これを、根固め部
内の環状突起３７、環状突起１０の径の相違を考慮した単位断面積あたりの支持力で比較
すると、前記先端金具１３を使用した基礎杭構造３３の場合（図２（ｂ））は６１８ｋＮ
／ｍ２、環状突起３７付きの既製杭１の場合（図２（ａ））は５６５ｋＮ／ｍ２で、同程
度の支持力が期待できる。
【０１２３】
　また、この既製杭１は、前記実施例の先端金具１３を固定した既製杭１と同様の工程で
杭穴２８内に埋設して、基礎杭構造３３を構成する（図２（ａ））。尚、この場合、環状
突起３７の先端外周が最も外径が大きくなるので、土泥が付着し易いので、適当な方法で
環状突起３７、３７を被覆すれば（図示していない）、根固め層３０内で安定したより大
きな支持力が発揮できる。
【０１２４】
　この既製杭１で、環状突起３７に代えて、環状突起を切断した環状でない突起、あるい
は分散的に配置した突起から凸部を形成することもできる（図示していない）。また、こ
の既製杭１で、傾斜上面３７ａ、傾斜下面３７ｂと同様な機能を有すれば、環状突起（凸
部）３７に代えて、環状凹部を形成することもできる（図示していない）。
【０１２５】
(4) 　また、前記実施例において、ロッド本体１６に排土用のスパイラルを形成していな
い掘削ロッド１５を使用することが排土を減らす点からは望ましいが、部分的に排土用の
スパイラルをロッド本体１６に形成し、あるいは、通常より外径が小さなスパイラルをロ
ッド本体１６の一部又は全部に形成した掘削ロッドを使用することもできる（図示してい
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部内からできるだけ掘削土を排除することを優先する場合等に有効である。
【０１２６】
　従って、前記発明の杭径より大径の杭穴掘削時に、掘削ロッドに多少の排土機構を設け
て、排土量を制御することにより、施工速度と排土量（排土処理量）とを適宜組み合わせ
ることができ、従来より経済的な基礎杭が施工できることが分かる。
【符号の説明】
【０１２７】
１　　既製杭
２　　既製杭の中空部
３　　既製杭の先端
６　　鋼管本体
７　　大径部
８　　大径部の上面
９　　大径部の下面
１０　環状突起
１１　環状突起の上面
１２　環状突起の下面
１３　先端金具
１５　掘削ロッド
１６　ロッド本体
１７　水平板
１８　掘削ヘッド
１９　ヘッド本体
２０　掘削刃
２１　掘削腕
２２　掘削刃
２３　ストッパー
２４　回転軸
２５　地面
２６Ａ、２６Ｂ　地層
２８　杭穴
２９Ａ、２９Ａ　固化混合層
３０　根固め層
３１　杭穴底
３３　基礎杭構造
３４　上部軸部
３６　下部軸部
３７　環状突起
３８　基礎杭構造（従来）
４１　外筒
４２　上部腕
４３　下部腕
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